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１．事業概要

令和３年度～令和１２年度

事 業 期 間

本事業は、東武鉄道東上本線の大山駅付近約１．６ｋｍにおいて
鉄道を高架化することにより、８箇所の踏切を除却し、都市内交通
の円滑化を図るとともに、分断された市街地の一体化による都市
の活性化を図る事業である。

事業の概要

年度 計画等

令和元年１２月 都市計画決定

令和３年１２月
都市計画事業認可

（令和３年度～令和１２年度）

経 緯
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踏切名 平成２６年度 令和元年度

東上本線１２号 ４４分 ４４分

東上本線１３号 ４７分 ４２分

東上本線１５号 ４１分 ４２分

東上本線１６号 ５６分 ４４分

東上本線１７号 ４０分 ４４分

ピーク時１時間あたりの踏切遮断時間の変化

関連する他事業等の進捗状況の変化

・補助第２６号線【東京都都市整備局施行】

（平成２６年度～令和７年度）

・板橋区画街路第９号線【板橋区施行】

（令和３年度～令和１２年度）

用地取得中

用地取得中

２．社会経済情勢等の変化
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東上本線１５号踏切の状況



３．事業の投資効果

社
会
的
割
引
率

■費用および便益算定の前提
基準年次 ：令和５年度
供用年次 ：令和１３年度
検討年数 ：供用後５０年間
社会的割引率 ：４％

■便益の算定
●移動時間短縮便益 (自動車 )
●移動時間短縮便益 (歩行者・自転車 )
●走行経費減少便益
●交通事故減少便益

■費用の算定

●連続立体交差事業
（都市側負担のみ）

●関連道路整備費
●道路維持管理

■現在価値の算定

便益の現在価値（Ｂ） 費用の現在価値（Ｃ）

費用便益分析の実施（Ｂ／Ｃ）

便 益 算 定
フ ロ ー 図
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３．事業の投資効果

定量的効果

注1）費用便益分析マニュアル〈連続立体交差事業編〉（国土交通省 令和４年２月）に基づき分析した。

注2）費用（C）の算定は、都市側負担額で算出している。

注3）便益・費用については、基準年度における現在価値化後の値である。

注4）便益及び費用合計額は、表示桁数の関係で計画値と一致しないことがある。

【事業全体】

便益（Ｂ）

移動時間
短縮便益

（a）

走行経費
減少便益

（b）

交通事故
減少便益

（c）

総便益

（a+b+c）
費用便益比
(Ｂ／Ｃ)

404.4億円 12.8億円 72.4億円 489.6億円

費用（Ｃ）

連続立体交差
事業費

（d）

関連道路
整備費

（e）

維持管理費

（f）
総費用

（d+e+f）
1.7

286.9億円 4.7億円 0.4億円 292.0億円
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３．事業の投資効果

定性的効果

事 項 説明資料

交通
歩行者・自転車の回遊性の向上

有
バスの定時性の向上

くらし
高架下空間の活用による都市機能の向上 有

市街地分断の解消

安全
緊急車両のアクセシビィリティの向上

通学路の安全性確保 有

環境 自動車交通の円滑化による環境負荷の軽減

防災 都市防災機能の向上

その他 その他事業の誘発
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３．事業の投資効果

東上本線１５号踏切の状況 東上本線１７号踏切の状況

踏切の除却や大山駅の高架化等により、南北市街地の行き来
が容易になり、歩行者・自転車の移動が円滑化され、回遊性が
向上する。

定性的効果

＜交通＞歩行者・自転車の回遊性の向上
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＜交通＞高架下空間の活用による都市機能の向上

３．事業の投資効果

大山駅付近の高架化によって生み出された高架下の空間を活
用することで、地域の利便性が向上する。

定性的効果
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３．事業の投資効果

＜安全＞通学路の安全性確保

踏切の除却により踏切を横断することなく通学できるようになる
ため通学路の安全が確保がされる。

定性的効果

10板橋第七小学校
：学区

板橋第六小学校

板橋第一小学校

中根橋小学校

弥生小学校

11号踏切（通学路）

12号踏切（通学路）



事業費の執行状況
（令和４年度末時点）

４．事業の進捗状況

用地費 工事費※ 合計

全体事業費 1,388百万円 41,417百万円 42,755百万円

執行済額 0百万円 794百万円 794百万円

（執行率） 0.0% 1.9% 1.9%

取得予定面積（Ａ） 既取得面積（Ｂ） 用地取得率（Ｂ/Ａ）

1,644㎡ 0㎡ 0.0%

用 地 取 得 状 況
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※設計費を含む



事業の進捗状況・残事業の内容

４．事業の進捗状況

進捗状況

令和４年８月に用地補償説明会を開催した。

現在、事業用地確保中

・用地取得に向け関係権利者との折衝を進めている。

・仮付替道路工事に伴う借地の調整を進めている。

残事業

用地：用地取得、一時使用地の借地（仮付替道路等）

工事：仮付替道路工事、仮線・仮駅舎工事、高架橋工事
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事業の進捗見込み

５．事業の進捗の見込み

現時点で用地について契約に至っている画地はないが、引き

続き折衝を進めていくとともに、工事着手に向け関係者と調整

を図っていく。
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代替案立案の可能性

６．コスト縮減等

本事業を事業化するにあたり、鉄道の立体化を高架式、地下

式によって行う場合や道路を単独で立体化する場合など、複数

案で比較検討を行った結果、現在の構造形式・事業手法となっ

ているため、代替案立案の可能性は極めて低い。

コ ス ト 削 減 の 取 組

今後、本体工事を実施するまでに、施工計画などにおいてコスト

削減を検討していく。
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７．対応方針（原案）

総 合 評 価

対 応 方 針 案

継続

中止の場合は、事業効果を発現できないだけでなく、国の補
助金並びに鉄道事業者及び地元自治体の負担金の返還等の
新たな費用が発生する。

さらに、踏切の除却を強く望む地元住民等の期待に応えられ
なくなるなど、中止による影響は多大。

踏切の除却により、交通渋滞や踏切事故の解消及び鉄道に
よる地域分断の解消を図るためには必要不可欠な事業であり、
着実に事業を進めていく必要がある。
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８．周辺まちづくり（参考）

第12号踏切

第10号踏切

第11号踏切

第17号踏切

第16号踏切

第13号踏切

第15号踏切

馬場陸橋

第18号踏切

仲町架道橋

駅前広場整備事業
（板橋区画街路第９号線）

第一種市街地再開発事業
（大山町クロスポイント周辺地区）

第一種市街地再開発事業
（大山町ピッコロ・スクエア周辺地区）

都市計画道路
（補助第２６号線）


